
 

上越市新産業創造支援事業補助金 

募 集 要 領 

 

～ 令和８年度 募集分 ～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当補助金に係る取扱について、上越市補助金交付規則及び上越市新産業創造支援事業補助金交

付要綱（以下、「要綱」という。）に定めるもののほかは、本要領によります。 

 

         

募 集 期 間 

○一般研究開発事業 

○新市場開拓・商品化事業 

令和 8 年 4 月 1 日（水）～ 5 月 29 日（金） (消印有効) 

 

○事前調査研究支援事業 

令和 8 年 4 月 1 日（水）から予算額に達するまで 
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１．事業の目的  

 本事業は、地域産業の技術の高度化及び新たな事業分野への進出等を推進することを目的と

しています。 

 

事業イメージ：各ステージの支援スキーム 

事業ステージ 

区分 
調査段階 

研究・ 

開発段階 
試作段階 商品化段階 

①一般研究開発事業  ● ●  

②新市場開拓・商品化事業    ● 

③事前調査研究支援事業 ● ●   

 

  交付制限：１事業（テーマ）につき、１年度１回、通算して３回まで 

※ ②新市場開拓・商品化事業は、１事業（テーマ）につき通算して１回まで 

（例 1） 令和５年度 ③事前調査研究支援事業  令和８年度 

②新市場開拓・商品化事業 

交付申請 ○ 

…通算して３回であるため 

 令和６年度 ①一般研究開発事業 

 令和７年度 － 

 

（例 2） 令和５年度 ③事前調査研究支援事業  令和８年度 

②新市場開拓・商品化事業 

交付申請 × 

…通算して４回であるため 

 令和６年度 ①一般研究開発事業 

 令和７年度 ①一般研究開発事業 

 

２．補助対象者  

 市税に滞納がなく、市内で新技術や新製品の研究開発・市場開拓及び商品化を行う、市内に

主たる事務所又は事業所を有する中小企業者等 

 なお、補助対象事業について、国・県・その他の機関からの補助金等の交付を受けている場 

合は、補助金の重複受給となるため申請できません。 

※ 中小企業者等とは 

  ・中小企業者であること   

・中小企業者を主とする任意のグループ（団体）であること 

  ・事業協同組合、企業組合または協業組合であること 

のいずれか一つに該当することが必要です。 

参考：「中小企業者」の定義 

主たる事業として営んでいる業種 資本金基準 従業員基準 

製造業、建設業、運輸業その他の業種 3 億円以下 300 人以下 

卸売業 1 億円以下 100 人以下 

サービス業 5,000 万円以下 100 人以下 

小売業 5,000 万円以下 50 人以下 
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３．事業の種類と補助対象経費、交付条件など  

 

共通 

補助対象となる経費は、税抜額で、補助金の交付決定日以降（決定日含む）に発生した経費

です。 

※交付決定日より前に発注・契約し、また請求や支払のあった経費は補助対象外です。 

※申請状況及び審査会の決定により、交付決定額が申請額に満たない場合があります。 

 

 ① 一般研究開発事業 

製品開発及び技術開発のために行う企画・設計から試作開発までの事業 

   （例） 

   ・従来にない方法による高精度・低コストの金属微粉末製造装置（試作品）の開発 

   ・耐摩耗性に優れたセラミックス（試作品）の開発 

     

補助限度額 ２００万円 

補助率 

１/２ 

ただし、農商工連携※1 または大学等研究協力機関との連携※2 に

よる事業は２/３ 

補助対象期間 原則、交付決定日から当該年度の 2 月末まで 

補助回数の制限 

１事業につき 1 年度１回 

＊発展性のある事業に限り、通算して３回まで可能 

ただし、補助金の交付については、毎年度審査を受け、採択

されることが必要 

     ※1 農商工連携とは 

・中小企業者と農林漁業者が有機的に連携すること。 

・それぞれの経営資源を有効に活用したものであること。 

       ・新商品又は新役務の開発、生産・提供、需要の開拓を行うものであること。 

       ・中小企業者の経営の向上及び農林漁業経営者の改善が図られること。 

※2 大学等研究協力機関との連携とは 

      ・大学と共同で、新事業、新商品、新技術の開発を行うもの。（共同研究など） 

・単なる評価試験、依頼試験は対象外。 

・補助対象経費 

研修・技術指導費 

事業を実施するために必要不可欠な技術研修等に係る経費

または専門家の指導を受けるために必要な経費 

（雇用関係がある場合や本事業以外の指導費は対象外） 

設備費 

機械装置または工具器具の購入、試作、改良、据付、修繕、

借上に要する経費または構築物（必要最低限のものに限る）

の新築、増築、改築、借上に要する経費 

ただし、量産設備は除く。（単なる設備導入は対象外） 

原材料費 主要原料、主要材料または副資材の購入に要する経費 
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外注加工費 デザイン委託費、設計費等の経費 

人件費 直接本事業に従事する研究・開発担当者に要する経費※1
 

その他市長が認めるもの 

試験、分析、知的財産権取得申請に伴う弁理士費用（手続き

代行費用、翻訳料等）、その他事業を進めるために必要不可欠

な経費で市長が認めるもの※2 

   

※1 人件費の算定は、以下のとおりとします。 

      ・時間給×当事業従事時間＝人件費 

        時間給とは、当該職員の 1 年間の給与・賞与・社会保障費の合計（役員にあっては役員 

報酬を含める）を所定労働時間（所定労働日数×8 時間）で割った金額とし、円未満は切捨て 

とします。なお、時間給の上限は 2,000 円とします。 

      ・人件費の補助対象経費の上限は、総事業費の 3 分の 1 とします。 

 

※2 知的財産権の申請や取得に係る特許庁に納める費用（出願料、審査請求料、 

審判請求料、特許料、登録料等）は補助対象外とします。 

 

② 新市場開拓・商品化事業 

   前述の一般研究開発事業や国・県・その他の機関の支援制度を活用して研究開発した 

製品・技術の市場開拓または商品化するための事業 

   （例） 

    ・当補助金（一般研究開発事業）を活用して開発した製品を市場に売り出していくため、 

マーケティング調査やデザインの改良、製品カタログの作成等を行う取組 

 

補助限度額 １００万円 

補助率 ２/３ 

補助対象期間 原則、交付決定日から当該年度の 2 月末まで 

回数制限 １事業につき通算して１回 

 

・補助対象経費 

研修・技術指導費 専門家謝金、専門家旅費、職員研修費、旅費 等 

印刷製本費 パンフレット・チラシの作成、印刷費 等 

委託費 
デザイン費、産業財産権等取得委託費、試験分析等委託費、

通訳、翻訳料、マーケティング調査費 

マーケティング活動費 製品、技術の求評事業、展示会の出展等に要する経費 

その他市長が認めるもの 

試作品の改良（ユーザーニーズに対応するための性能向上

等）に係る経費（原材料費、外注加工費等）のうち、商品

化にあたり必要不可欠な経費として市長が認めるもの 
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③ 事前調査研究支援事業 

技術の高度化・新製品開発等に関する様々な課題を解決するために、ものづくり支援 

パートナー協定締結大学※や新潟県工業技術総合研究所等の研究機関と連携して事前調査 

または基礎研究を行う事業 

     （例） 

     ・地域の資源を活用した新たな商品開発のための成分調査 

     ・新たな機能性を付加した新製品の開発に際し、事前に機能性評価を行うもの 

   

※ ものづくり支援パートナー協定締結大学とは 

信州大学工学部、信州大学繊維学部、新潟工科大学、新潟大学工学部、長岡技術科学大

学、長岡造形大学、上越教育大学の 6 大学 7 学部です。 

 

補助限度額 ２０万円 

補助率 １/２ 

補助対象期間 原則、交付決定日から当該年度の 2 月末まで 

補助回数の制限 

１事業につき 1 年度１回 

＊発展性のある事業に限り、通算して３回まで可能 

ただし、補助金の交付については、毎年度審査を受け、採択

されることが必要 

 

・補助対象経費 

研修・技術指導費 専門家謝金、専門家旅費、職員研修費、旅費 等 

調査費 ニーズ調査、マーケティング調査に要する経費 

委託費 試験分析等委託費、連携大学への研究委託費 等 

その他市長が認めるもの 
事業を進めるにあたり必要不可欠な経費として市長が認め

るもの 

 

 

４．補助事業の決定  

  申請された事業を「上越市新産業創造支援事業審査委員会」(以下、「審査会」という)で審査

し、補助の可否及び補助金額を決定します。 

  審査会では、申請者によるプレゼンテーションと委員との質疑応答があります。 

なお、「③事前調査研究支援事業」は審査会による審査は実施しません。 

 

※申請状況及び審査会の決定により、交付決定額が申請額に満たない場合があります。 
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５．補助事業の変更等  

  以下に掲げる変更等がある場合、事前に「上越市新産業創造支援事業変更（・中止・廃止）

承認申請書」（要綱第 5 号様式）の提出が必要です。申請書の提出がない場合は、補助決定を

取り消す場合があります。 

（1）補助対象事業を行う中小企業者等の名称、組織構成等の変更※ 

  （2）補助対象経費に変更が生じる総事業費の変更 

（3）補助対象経費に変更が生じない総事業費の変更で、変更前の総事業費の 30 パーセン 

トの額を超える額の変更となるもの 

  （4）その他市長があらかじめ交付条件として指定した事項の変更 

   

  ※ 事前に相談の上、変更内容を確認できる書類等が揃ってから申請ください。 

 

 

６．補助事業の終了（実績報告）  

  補助事業（研究開発事業及び支払）は、原則、令和 9 年 2 月末までに完了してください。 

また、補助事業の終了後、速やかに実績報告をしてください。 

   

提出書類： 

実績報告書（要綱第 7 号様式）、経費執行状況表、支払状況表、原材料受払簿、 

研究開発成果報告、研究日誌・写真等、 

経費毎の証拠書類（見積書、注文書、納品書、請求書、銀行振込受領書、その他） 

 

  検収に一定の期間を要することから、令和 9 年 3 月 5 日（金）までに報告書等を提出し

てください。期日までに提出がない場合は、補助金交付決定を取り消す場合があります。 

 

 

７．補助金の交付  

  実績報告書の検収後、補助金額を確定した後に補助金を交付します。 
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８．応募の方法  

  令和 8 年 5 月 29 日（金）までに、申請書類を上越ものづくり振興センターへ提出してく

ださい。 

なお、用紙サイズは、原則Ａ４縦としてください。 

  上越市電子申請システムからの申請も可能です。 

 

 申請書等の様式は、上越市ホームページからダウンロードできます。 

【上越市ホームページ】  

※トップページから、組織でさがす＞産業部＞上越ものづくり振興センター 

へお進みください。 

 

  申請書類 

（１）補助金交付申請書（第 1 号様式） 

（２）事業計画書（第 2 号様式） 

 （３）直近 3 期分の決算書 

（４）会社案内  

（５）登記事項証明書（現在事項証明書） （法人の場合） 

（６）構成員名簿及び主たる事業者の現在の登記事項証明書 （団体の場合） 

（７）雇用人数が中小企業に相当することを明らかにする資料  

（資本金額が大企業に相当する場合） 

（８）試作品等の完成想像図 （試作開発又は新製品開発の場合） 

（９）見積書その他補助対象経費の金額が分かる書類の写し（仕様、積算根拠の分かるもの）  

※50 万円を超える経費については、複数業者の見積書が必要 

 （１０）研究協力機関の概要及び主たる指導者の氏名を明らかにする資料 

（研究協力機関の支援を受ける事業を行う場合） 

（１１）納税状況の確認に係る承諾書 

 

 

 ９．その他  

（1）採択された場合、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、事業 

が完了した日の属する年度の終了後、5 年間保存してください。 

  （2）「一般研究開発事業」「新市場開拓・商品化事業」で採択された事業者の方は、翌年度 

に開催する「成果発表会」で事業の成果を発表していただきます。 

※研究や開発を継続する場合等で、発表により知的財産等が侵害される恐れがある場合 

は、この限りではありません。事前にご相談ください。 

  （3）事業終了後、当事業の効果検証のための調査を行いますのでご協力ください。 
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１０．申請から補助金交付までの流れ(スケジュール)  

  ※スケジュールは、応募状況等により変更する場合があります。 

  ※「③事前調査研究支援事業」は、通年募集のため、審査会による審査は実施しません。 

 

 

   

                                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 月下旬(予定) 

4 月 1 日 

～5 月 29 日 

7 月上旬(予定) 

12 月 

6 月中旬(予定) 

3 月 5 日まで 

申請書受付後、事業計画について、

随時ヒアリングを実施します。 

審査会では、事業計画についてプレ

ゼンテーションを行っていただき

ます。 

11 月末までの進捗状況について

現地ヒアリングを実施します。 

事業計画に変更が生じた場合は、 

変更承認申請を行ってください。 

請求書の受領後、３０日以内に 

指定口座に振込みます。 

申請 

１次審査（ヒアリング） 

本審査（審査会） 

交付決定 

進捗状況ヒアリング 

実績報告 

交付確定 

補助金交付請求書の提出 

補助金の交付 

成果発表会 10 月頃 

本事業で開発した製品・技術の事業化及び市場化を推進するため、「メイド・イン上越推

進事業」により販路開拓を支援します。 

◇◆申請・問い合わせ先◆◇ 

 

上越市産業部産業政策課 上越ものづくり振興センター 

〒943-0821 上越市土橋 2554 番地 上越市市民プラザ 2階 

TEL 025-522-2666  FAX 025-522-2678 

E-mail monodukuri@city.joetsu.lg.jp 
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【メイド・イン上越推進事業のイメージ図】 

  ※網掛け部分が、本要領記載の事業です。 
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<③事前調査研究支援事業>  

・事前調査、基礎研究等の支援 

・補助率 1/2 

・補助上限額 20 万円 

 

<①一般研究開発事業> 

・新製品、新技術開発の支援 

・補助率 1/2 （農商工・産学連携は 2/3） 

・補助上限額 200 万円 

<②新市場開拓・商品化事業> 

・上記事業等で開発された技術・製品等の事業化・市場化までの事業支援 

・補助率 2/3 

・補助上限額 100 万円 

       

   ◆メイド・イン上越推進事業 
    全国に発信するにふさわしいと認められる商品を 

「メイド・イン上越」として認証し、市場開拓、販路拡大の支援を行う。 

 

商品化 

市
場
開
拓
・
販
路
拡
大 

【見本市等出展事業補助金】 

 ・メイド・イン上越認証品の 

販路開拓支援 

・補助率 2/3  

・補助上限額 20 万円 

・ホームページ、パンフレット等を通じたＰＲ、

情報発信 

・専門家による売れる商品化支援（特産品のみ） 

・認証品の発表会開催 

・認証のブランド化 

・マーケティング調査 

・市場ニーズに基づく商品開発 

ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ 


